
�愛媛県告示第８２９号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成２７年６月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広
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�愛媛県告示第８３０号
北宇和郡鬼北町大字広見１２１番地清家治外１２名から認可申請のあっ

た広見部落林入会林野整備計画は、適当であると決定したので、入

会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律（昭和４１年法

律第１２６号）第６条第４項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２７年６月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

広見部落林入会林野整備計画書の写し

２ 縦覧の期間

平成２７年６月２４日から７月２３日まで

３ 縦覧の場所

愛媛県庁、南予地方局及び鬼北町役場

�������
�愛媛県告示第８３１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市周布開田土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成２７年６月２３日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 三 宅 収 西条市吉田２４９番地

〃 宇佐美 政 夫 西条市吉田１２９０番地２

〃 眞 田 吉 幸 西条市吉田３７１番地

〃 一 色 宣 征 西条市周布１５９１番地

〃 河 渕 仁 西条市周布１４９４番地８

〃 豊 嶋 �一郎 西条市北条１４９０番地１

〃 寺 田 幸 雄 西条市石田２０３番地４

〃 福 田 容 造 西条市丹原町田野上方１１３番地２

〃 一 色 康 浩 西条市吉田３４７番地
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〃 越 智 道 博 西条市吉田４９１番地

〃 佐 山 弘 保 西条市吉田１４８７番地

〃 越 智 康 博 西条市吉田６２８番地１

〃 越 智 富 夫 西条市吉田５６３番地

〃 伊 藤 博 西条市周布１８０番地２

〃 兼 井 光 範 西条市丹原町田野上方２０２番地

監 事 近 藤 通 利 西条市吉田６０１番地１

〃 真 田 洋 子 西条市吉田６６９番地３

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 三 宅 収 西条市吉田２４９番地

〃 宇佐美 政 夫 西条市吉田１２９０番地２

〃 眞 田 吉 幸 西条市吉田３７１番地

〃 一 色 宣 征 西条市周布１５９１番地

〃 河 渕 仁 西条市周布１４９４番地８

〃 木 曽 久 西条市石田６３３番地

〃 豊 嶋 �一郎 西条市北条１４９０番地１

〃 寺 田 幸 雄 西条市石田２０３番地４

〃 福 田 容 造 西条市丹原町田野上方１１３番地２

〃 一 色 康 浩 西条市吉田３４７番地

〃 越 智 道 博 西条市吉田４９１番地

〃 佐 山 弘 保 西条市吉田１４８７番地

〃 越 智 康 博 西条市吉田６２８番地１

〃 越 智 富 夫 西条市吉田５６３番地

〃 伊 藤 博 西条市周布１８０番地２

〃 兼 井 光 範 西条市丹原町田野上方２０２番地

監 事 近 藤 通 利 西条市吉田６０１番地１

〃 真 田 洋 子 西条市吉田６６９番地３
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�愛媛県告示第８３２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

小松町第四土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２７年６月２３日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 塩 出 喜久馬 西条市小松町新屋敷甲６９０番地

〃 高 橋 宏 幸 西条市氷見乙１４８０番地

〃 原 田 主 税 西条市小松町新屋敷甲３１番地第２

〃 近 藤 直 意 西条市小松町新屋敷甲５１番地

〃 野 嶋 克 哉 西条市小松町新屋敷甲４５９番地

〃 桑 原 好 男 西条市小松町新屋敷甲５６７番地３

〃 平 井 數 馬 西条市小松町新屋敷甲６２６番地１

〃 三 崎 雄 二 西条市小松町新屋敷甲１７４番地

〃 越 智 庄 司 西条市今在家４１番地５

〃 真 鍋 達 也 西条市小松町新屋敷甲２７１９番地２

〃 久 米 良 明 西条市今在家２０９番地

監 事 村 上 昭 義 西条市小松町新屋敷甲５７番地

〃 安 藤 英 利 西条市氷見丙９８２番地１０

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 十 亀 義 雄 西条市小松町新屋敷甲７５５番地

〃 塩 出 喜久馬 西条市小松町新屋敷甲６９０番地

〃 原 田 主 税 西条市小松町新屋敷甲３１番地第２

〃 野 嶋 克 哉 西条市小松町新屋敷甲４５９番地

〃 一 色 廣 幸 西条市小松町新屋敷甲１０８番地２

〃 三 原 正 行 西条市小松町新屋敷甲３４２番地２

〃 桑 原 好 男 西条市小松町新屋敷甲５６７番地３

〃 平 井 數 馬 西条市小松町新屋敷甲６２６番地１

〃 高 橋 宏 幸 西条市氷見乙１４８０番地

〃 木 原 英 則 西条市今在家８８番地

〃 越 智 光 政 西条市今在家４２番地

監 事 村 上 昭 義 西条市小松町新屋敷甲５７番地

〃 安 藤 英 利 西条市氷見丙９８２番地１０

�愛媛県告示第８３３号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２７年６月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般特－２２）第７２０３号 平成２２年
７月１８日 四國ロード（株） 田中 賢造 今治市南高下町３－５－

２３
平成２７年
５月１１日

土木工事業
とび・土工工事業
電気工事業
塗装工事業

建設業の廃止
（全部）

（般－２３）第１６９７９号 平成２４年
３月１３日 ＭＥＩ住健 山本 明 新居浜市郷３－５－１７ 平成２７年

５月１２日 建築工事業 建設業の廃止
（全部）

（般－２２）第８８８５号 平成２２年
９月１３日 （有）田中電器工事店 田中加奈江 西条市桑村３６９－３ 平成２７年

５月１４日 消防施設工事業 建設業の廃止
（一部）

（特－２３）第１４８９２号 平成２３年
１２月２５日 （株）大力 田中 達夫 西条市喜多川８５３ 平成２７年

５月２１日
建築工事業
鋼構造物工事業
機械器具設置工事業

建設業の廃止
（全部）

（般－２２）第７７０６号 平成２２年
６月１２日 徳永鉄建（株） 徳永 光晴 西条市丹原町北田野８４－

３
平成２７年
５月２２日 土木工事業 建設業の廃止

（一部）
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�愛媛県告示第８３４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市新浜土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２７年６月２３日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第８３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年６月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８３６号
次のとおり落札者を決定した。

平成２７年６月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２７年６月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

土地（建付地）の売払い

� 売り払う土地（建付地）の所在地、地目及び地積等

所 在 地
土 地 建 物

予定価格
地 目 地 積 種 類 構 造 床 面 積

松山市久万ノ台７７７番２ 宅 地 ２１６．２６㎡ 居 宅 コンクリートブロック
造陸屋根２階建 ８３．８０㎡ １４，９７９，６００円

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

次のいずれにも該当しない者であること。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）

及び警察当局から排除要請がある者

（般－２３）第１０２４４号 平成２３年
８月２１日 亀岡建築 亀岡 茂秋 西条市下島山甲１３５９－９ 平成２７年

５月２２日 建築工事業 建設業の廃止
（全部）

（般－２５）第１５４６５号 平成２５年
１２月４日 （有）共栄板金工業 檜垣 隆夫 今治市中寺１００５ 平成２７年

５月２２日
屋根工事業
板金工事業

建設業の廃止
（全部）

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 八幡浜保内線
八幡浜市大平１番耕地８０５番５から

同市大平１番耕地７８７番２３まで
平成２７年６月２３日

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

行政情報処理端末機等１式の借入れ
愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成２７年５月２５日
四国通建株式会社
愛媛県今治市南大門町
一丁目１番地の１５

月額
７１６，０４０円 一般競争入札 平成２７年４月１４日

公 告
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� 入札参加申込書の提出

この一般競争入札に参加を希望する者は、あらかじめ入札参加申込書を次により提出すること。入札参加申込書の提出のない者の入

札への参加は認めない。

ア 提出期間

平成２７年６月２３日（火）から平成２７年８月１１日（火）までの執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分

までをいう。）

イ 提出場所

愛媛県総務部管理局総務管理課財産管理グループ

〒７９０－８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話（０８９）９１２－２２５５

ウ 提出方法

持参又は郵送等（書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一般信

書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの

に限る。以下同じ。）により提出すること。電送による提出は、認めない。

エ 郵送等による提出の取扱い

郵送等による提出の場合は、平成２７年８月１１日（火）午後５時１５分までに、イに掲げる場所に必着のこと。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書及び入札参加申込書の交付場所並びに問合せ先

�イに掲げる場所
イ 入札心得書及び入札参加申込書の交付方法

�イに掲げる場所で交付する。
ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成２７年７月２１日（火）午前１０時

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成２７年８月２５日（火）午前１０時

� 入札及び開札の場所

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁本館２階総務部入札室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、指定金融機関、指定代理金融機関

又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金を納付しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。
� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高価格をもって有

効な入札を行った入札者を落札者とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、又はこれらの用

に供されることを知りながら、売り払う土地の所有権を第三者に移転し、若しくは売り払う土地を第三者に貸してはならない。
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イ 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であ

ることが指定されているものの事務所その他これに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、売り払う

土地の所有権を第三者に移転し、若しくは売り払う土地を第三者に貸してはならない。

ウ ア又はイの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。

�愛媛県選挙管理委員会告示第５４号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成２７年６月２３日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第５５号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２７年６月２３日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

選挙管理委員会告示

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

伊予医師連盟 河 邉 憲 郎 山 本 浩 之 伊予市下吾川３８１－１ 平成２７年５月１８日

上浮穴郡医師連盟 豊 田 茂 樹 菅 昇 上浮穴郡久万高原町上黒岩２９２０ 平成２７年５月２６日

住田英次後援会 住 田 英 次 住 田 さとみ 伊予郡松前町大字北黒田５１３－２ 平成２７年５月２７日

政治団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日 備 考

えひめ民社協会西条総支
部 会 計 責 任 者 白 石 岳 小 林 憲 由 平成２７年５月１１日

自由民主党東予周桑支部 会 計 責 任 者 持 主 真知子 越 智 俊 幸 平成２７年５月１２日 政党の支部

大木けんたろう後援会 代 表 者 藤 村 英 義 大 木 健太郎 平成２７年５月１３日

会 計 責 任 者 乗 松 淳 一 草 野 康 一

二宮美日後援会 主たる事務所の所在地 北宇和郡鬼北町大字小松１３９２ 北宇和郡鬼北町近永６５６－２ 平成２７年５月１４日

三好幹二西予後援会 会 計 責 任 者 森 英 二 土 居 亀一郎 平成２７年５月２０日

自由民主党愛媛県支部連
合会 代 表 者 河 野 忠 康 竹 田 祥 一 平成２７年５月２５日 政党の支部

自由民主党愛南支部 主たる事務所の所在地 南宇和郡愛南町御荘平城１９５４－１ 南宇和郡愛南町中浦１０１６－１ 平成２７年５月２５日 政党の支部

代 表 者 山 下 太 三 山 下 正 敏

会 計 責 任 者 中 野 光 博 宮 下 一 郎

自由民主党松野支部 主たる事務所の所在地 北宇和郡松野町蕨生６１１ 北宇和郡松野町豊岡８９９ 平成２７年５月２５日 政党の支部

代 表 者 加 藤 康 幸 関 本 良 夫

会 計 責 任 者 岡 村 勝 加 藤 康 幸

��������������
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�愛媛県選挙管理委員会告示第５６号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成２７年６月２３日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

佐 々 木 泉 後 援 会 坂 東 啓 司 平成２６年１２月１日

敏 栄 会 � 川 眞 平成２７年４月３０日

平成２７年６月２３日 発行
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